
   香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則 

 

平成 16 年６月３０日 

規則第１１号 

           改正 平成 21 年 2 月 25 日 規則第１号 

              平成 31 年 4 月 1 日  規則第 5 号 

              令和 3 年 11 月 30 日 規則第 3 号 

              令和 4 年 3 月 31 日  規則第 2 号 

 

 

第１条 この規則は、香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（平成

16 年条例第６号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるも

のとする。 

第２条 香川県市町総合事務組合（以下「組合」という。）規約別表第２の左欄第２

号から第５号までに掲げる事務を共同処理する構成団体の長（以下「市町長」と

いう。）は、その所轄に属する非常勤消防団員及び消防作業従事者等が公務による

災害事由が発生したと認められるときは、速やかに様式第 1 号による災害発生報

告書を香川県市町総合事務組合管理者（以下「管理者」という。）に、提出しなけ

ればならない。 

第３条 市町長は、条例第 6 条から第 10 条まで及び第 18 条の補償の請求をすると

きは、消防団員等公務災害補償等共済基金（以下「消防基金」という。）の支払請

求書の様式等に関する規程（昭和 49 年７月 16 日基金規程第３号。以下「基金様

式規程」という。）により、次の各号に定める補償費支払請求関係書類を管理者に、

提出しなければならない。 

 (1) 損害補償費支払請求書 

 (2) 事故状況等証明書 

 (3) 消防作業従事者等の過去１年間の収入金額票 

 (4) 療養補償費内訳書 

 (5) 診療費請求明細書 



 (6) 調剤費請求明細書 

 (7) 休業補償費内訳書 

 (8) 休業援護金請求書 

 (9) 傷病補償年金内訳書 

 (10) 障害補償費内訳書 

 (11) 遺族補償費内訳書 

 (12) 葬祭補償費支払請求書 

第４条 管理者は、障害補償年金若しくは遺族補償年金（以下「年金」という。）を

受ける権利を有する者（以下「受給権者」という。）及び年金額の決定を行ったと

きは、当該受給権者に対して、様式第２号の年金証書を交付するとともに、当該

受給権者所属の市町長に、年金通知書を送付するものとする。 

２ 管理者は、前項の規定による年金証書の交付及び年金通知書を送付した後に、

当該年金の額の改定を行ったときは、改定後の年金通知書を受給権者に、所属市

町長を経由し送付するものとする。 

第５条 市町長は、年金の受給権者について、毎年１回、２月１日から同月 20 日ま

での間に、管理者に、基金様式規程に規定する別記様式第 14 号の２から第 15

号の２までによる定期報告書を提出しなければならない。 

第６条 市町長は、年金の受給権者又は遺族補償年金を受けることができる者（以

下「受給資格者」という。）について、次の各号の１に該当する事由が生じたとき

は、管理者に、遅滞なく、基金様式規程の別記様式第 16 号の年金に関する異動報

告書を提出しなければならない。 

 (1) 年金の受給権者の身体障害の程度に変更があったとき 

 (2) 条例第 13 条第１項の規定により年金を受ける権利が消滅したとき 

 (3) 年金の受給権者と生計を同じくしている年金の受給資格者の数に増減を生

じたとき 

 (4) 条例第 14 条の規定により年金の支給が停止され又はその停止が解除される

事由が生じたとき 

 (5) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があ



ったとき 

第７条 市町長は、年金の受給権者の氏名、住所等に変更があったとき、又は年金

の受給権者が死亡したときは、管理者に、その旨を届出なければならない。 

第８条 管理者は、年金の受給権者ごとに、支払原簿及び支払記録簿を備え、所要

の事項を記載して整理しなければならない。 

第９条 管理者は、第３条及び第５条から第７条までの請求、報告、申請若しくは

届出を受理したときは、これを審査し、請求金額の決定及び年金額の改定を行う

と同時に、消防基金に送達し、消防基金より送金を得て所属市町長を経て速やか

に補償を行うものとする。 

   附 則 

１ この規則は、平成 16 年７月１日から施行する。 

２ この規則の適用の日前に香川県消防補償等組合消防団員等公務災害補償条例施

行規則の規定に基づいてなした事項については、この規則の相当規定に基づいて

なしたものとみなす。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、平成 20 年 10 月１日から適用する。 

   附 則（平成 31 年４月１日 規則第５号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和３年 11 月 30 日 規則第３号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。 

   附 則（令和４年３月 31 日 規則第２号） 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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香川県市町総合事務組合管理者 殿 

 

 

                     市町長            
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様式第 2号 

 

 

記号  番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防団員等公務災害補償 

 

年 金 証 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県市町総合事務組合 

 



 

 

 

 

受給権者の氏名               
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生 年 月 日     年  月  日生   

 

補 償 の 種 類               

 

支給開始年月日      年    月    

 

 

 

 香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償

条例の規定により、上記のとおりの年金を支給しま

す。 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

香川県市町総合事務組合 

 管理者        印 

 

 

 

 

〔注意事項〕 

 

１ この証書は、香川県市町総合事務組合消防団員等公

務災害補償条例の規定により傷病補償年金、障害補償

年金及び遺族補償年金の支給を受ける権利を有する

ことを証明する書類ですから大切に保管してくださ

い。 

 

２ この補償を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供

することはできません。また、差押えを受けることも

ありません。 

 

３ 年金の支払を受けるには、毎年２月１日から２月

20 日までの間に、傷病、障害又は遺族に係る補償年

金定期報告書を提出しなければなりません。 

 

４ 本組合への事務処理等については、所属の市役所又

は町役場を経由してください。 

 


